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国立大学法人総合研究大学院大学事業報告書

「国立大学法人総合研究大学院大学の概要」

１．目標

総合研究大学院大学（以下「本学」という ）は、人文・理工にわたる多数の基礎学術。

分野につき、大学共同利用機関法人並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び独立行

政法人メディア教育開発センター(以下「機構等法人」という。)が各地に設置する大学の

共同利用の研究所その他の機関において、各施設の研究環境を 大限に生かした博士課程

教育を総合的に統括実施し、学融合による新学問分野の創出・発展を図りつつ、国際的に

通用する高度の研究的資質とともに広い視野を備えた人材の育成を目指す。

なお、本学の独特な大学院教育制度は、国立大学法人法及び法人間協定に基づき、機構

等法人間との緊密な連係及び協力の下に行われる。

２．業務

本学は、大学の共同利用の研究所その他の機関（以下「基盤機関」という ）の優れた。

研究機能を活用して、高度の、かつ国際的にも開かれた大学院の教育研究を行い、新しい

学問分野を開拓するとともに、それぞれの専門分野において学術研究の新しい流れに先導

、 。的に対応できる幅広い視野を持つ 創造性豊かな研究者を養成することを目的としている

本学は、１９８８年に創設された新しい大学であるが、わが国で初めての大学院大学で

あり、それぞれ独自の研究活動を行っている基盤機関が密接な連係協力を保ちながら一つ

の大学を構成するという、他大学とは異なる特色を持った大学である。

教育研究組織としては、先導科学研究科を除く５研究科では、各専攻が設置されている

） 、基盤機関において学問諸分野の高度で先端的な教育研究活動(分散型教育研究 が行われ

また、先導科学研究科において、大学全体として基盤機関の各専門分野を横断した教育研

究(総合型教育研究）が行われている。また、総合型教育研究を支援するための全学共同

教育研究組織として葉山高等研究センターが設置されている。

本学の特徴として、以下のものが挙げられる。

ア．基盤機関が持つ豊富で優秀な研究者と、世界的にも誇れる優れた設備・施設などの

研究教育資源を活用した先端的教育の実施

イ．国際的な学問の動向に柔軟に対応できる機動性の教育への取入れ

ウ．国際的・社会的要請に応え総合的な立場からの新しい学問領域の開拓への取組み

エ．国際研究センターとしての特性を持つ基盤機関の環境を活用した、研究現場におけ

る教育による、国際的通用性を持つ研究者の養成
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平成１６年度教育研究組織概略図
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３．事務所等の所在地

大学本部：神奈川県三浦郡葉山町

文化科学研究科

地域文化学専攻・比較文化学専攻（国立民族学博物館 ：大阪府吹田市）

国際日本研究専攻（国際日本文化研究センター ：京都府京都市）

日本歴史研究専攻(国立歴史民俗博物館 ：千葉県佐倉市）

メディア社会文化専攻（独立行政法人メディア教育開発センター ：千葉県千葉市）

日本文学研究専攻(国文学研究資料館 ：東京都品川市）

物理科学研究科

構造分子科学専攻・機能分子科学専攻（分子科学研究所 ：愛知県岡崎市）

天文科学専攻（国立天文台 ：東京都三鷹市）

核融合科学専攻(核融合科学研究所 ：岐阜県土岐市）

宇宙科学専攻（宇宙科学研究本部 ：神奈川県相模原市）

高エネルギー加速器科学研究科

加速器科学専攻(加速器研究施設 ：茨城県つくば市）

物質構造科学専攻(物質構造科学研究所)：茨城県つくば市

素粒子原子核専攻(素粒子原子核研究所 ：茨城県つくば市）

複合科学研究科

統計科学専攻(統計数理研究所 ：東京都港区）

極域科学専攻(国立極地研究所 ：東京都板橋区）

情報学専攻（国立情報学研究所 ：東京都千代田区）

生命科学研究科

遺伝学専攻(国立遺伝学研究所 ：静岡県三島市）

分子生物機構論専攻(基礎生物学研究所 ：愛知県岡崎市）

生理科学専攻（生理科学研究所 ：愛知県岡崎市）

４．資本金の状況

４ １４３ ９０７ ５４０円（全額政府出資）, , ,

５．役員の状況

役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事３人、監事２人。任期

は国立大学法人法第１５条の規定及び国立大学法人総合研究大学院大学基本通則の定める

ところによる。

役職 氏 名 就任年月日 主な経歴

学長 小平 桂一 平成16年4月1日 平成6年4月国立天文台長

～平成17年3月31日 平成13年4月総合研究大学院大学長

理事 高畑 尚之 平成16年4月1日 平成4年4月総合研究大学院大学教授

～平成17年3月31日 平成13年4月総合研究大学院大学副学長

理事 菅原 寛孝 平成16年4月1日 平成元年4月高ｴﾈﾙｷﾞｰ物理研究所長

～平成17年3月31日 平成9年4月高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構長
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理事 西田 篤弘 平成16年4月1日 平成8年1月宇宙科学研究所長

(非常勤) ～平成17年3月31日 平成12年2月日本学術振興会監事・特別監査

役

監事 市川 惇信 平成16年4月1日 平成4年4月国立環境研究所長

(非常勤) ～平成17年3月31日 平成14年9月独立行政法人科学技術振興財団

特別参与

監事 奥津 勉 平成16年4月1日 昭和56年監査法人中央会計事務所(現中央青

(非常勤) ～平成17年3月31日 山監査法人)代表社員

平成7年中央監査法人(現中央青山監査法人）

横浜事務所長

６．職員の状況

教員 ９１８人（本務者１７人、兼務者９０１人）

職員 ３４人

７．学部等の構成

（研究科） 文化科学研究科

物理科学研究科

高エネルギー加速器科学研究科

複合科学研究科

生命科学研究科

先導科学研究科

８．学生の状況

総学生数 ４９５人

学部学生 ０人

修士課程 ０人

博士課程(５年の課程) ６人

博士課程(後期３年の課程）４８９人

専門職学位課程 ０人

９．設立の根拠となる法律名

国立大学法人法

１０．主務大臣

文部科学大臣

１１．沿革

昭和５７年６月 国立大学共同利用機関所長懇談会が「国立大学共同利用機関におけ

る大学院の設置について」を要望
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昭和６３年10月 総合研究大学院大学開学

大学本部は東京工業大学長津田キャンパス内に設置

数物科学研究科 生命科学研究科

統計科学専攻 遺伝学専攻

加速器科学専攻 分子生物機構論専攻

放射光科学専攻 生理科学専攻

構造分子科学専攻

機能分子科学専攻

（学生受入は平成元年４月）

平成元年４月 文化科学研究科（地域文化学専攻、比較文化学専攻）を設置

３研究科学生受入

平成３年４月 教育研究交流センター設置

平成４年４月 文化科学研究科に国際日本研究専攻、数物科学研究科に天文科学専

攻及び核融合科学専攻設置、学生受入

平成５年４月 数物科学研究科に極域科学専攻設置、学生受入

平成６年６月 教育研究情報資料センター設置

平成７年２月 大学本部は葉山キャンパスに移転、本部共通棟竣功

平成９年４月 先導科学研究科（生命体科学専攻）を設置

（学生受入は平成１１年４月）

平成１０年４月 先導科学研究科に光科学専攻設置

（学生受入は平成１１年４月）

数物科学研究科放射光科学専攻を物質構造科学専攻に名称変更

平成１１年４月 文化科学研究科に日本歴史研究専攻、数物科学研究科に素粒子原子核

専攻設置、学生受入

先導科学研究科学生受入

平成１４年４月 数物科学研究科に情報学専攻設置、学生受入

平成１５年４月 文化科学研究科に日本文学研究専攻、数物科学研究科に宇宙科学専攻

設置、学生受入

10月 本学の国立大学法人への移行を規定した「国立大学法人法（平成１５

年法律第１１２号 」が施行（適用は平成１６年４月１日））

平成１６年４月 国立大学法人総合研究大学院大学発足

数物科学研究科を物理科学研究科（構造分子科学専攻、機能分子科学

専攻、天文科学専攻、核融合科学専攻、宇宙科学専攻 、高エネルギ）

ー加速器科学研究科（加速器科学専攻、物質構造科学専攻、素粒子原

子核専攻 、複合科学研究科（統計科学専攻、極域科学専攻、情報学）

専攻）の３研究科に改組、数物科学研究科を廃止

生命科学研究科を後期３年博士課程から５年一貫制博士課程コースに

改組、学生受入
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１２．経営協議会・教育研究評議会

○ 経営協議会（国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

小平 桂一 学長

高畑 尚之 理事(教育研究)・副学長

菅原 寛孝 理事（経営・運用 ・葉山高等研究センター長）

西田 篤弘 非常勤理事（評価・事業）

及川 昭文 副学長（情報・評価 ・附属図書館長）

平田 光司 副学長(全学事業)

井上 明 副学長(企画調整)・事務局長

鈴木 貞美 文化科学研究科長

西 信之 物理科学研究科長

鎌田 進 高エネルギー加速器科学研究科長

麻生 武彦 複合科学研究科長

嶋本 伸雄 生命科学研究科長

松本 吉泰 先導科学研究科長

田村 克己 学長特別補佐(基盤教育)

佐藤 博之 総務室長

梅津 美昭 財務室長

青野 由利 毎日新聞社論説委員

飯田 嘉宏 国立大学法人横浜国立大学長

石井 米雄 大学共同利用機関法人人間文化研究機構長

茅 幸二 (独）理化学研究所中央研究所長

川村 恒明 神奈川県立外語短期大学長

黒田 玲子 東京大学大学院総合文化研究科教授

郷 通子 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部長

小林 陽太郎 富士ゼロックス株式会社代表取締役会長

清水 康敬 (独)メディア教育開発センター理事長

志村 令郎 大学共同利用機関法人自然科学研究機構長

武田 康嗣 日立工機株式会社相談役

谷口 一郎 三菱電機株式会社代表取締役会長

鶴田 浩一郎 (独)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部長

戸塚 洋二 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構長

兵藤 長雄 東京経済大学現代法学部教授

堀田 凱樹 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構長

○ 教育研究評議会（国立大学法人の教育研究に関する重要事項を審議する機関）

氏 名 現 職

小平 桂一 学長

高畑 尚之 理事(教育研究)・副学長
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菅原 寛孝 理事（経営・運用 ・葉山高等研究センター長）

西田 篤弘 非常勤理事（評価・事業）

及川 昭文 副学長（情報・評価 ・附属図書館長）

平田 光司 副学長(全学事業)

井上 明 副学長(企画調整)・事務局長

鈴木 貞美 文化科学研究科長

西 信之 物理科学研究科長

鎌田 進 高エネルギー加速器科学研究科長

麻生 武彦 複合科学研究科長

嶋本 伸雄 生命科学研究科長

松本 吉泰 先導科学研究科長

吉田 憲司 文化科学研究科比較文化学専攻長

早川 聞多 文化科学研究科国際日本研究専攻長

新谷 尚紀 文化科学研究科日本歴史研究専攻長

黒須 正明 文化科学研究科メディア社会文化専攻長

安永 尚志 文化科学研究科日本文学研究専攻長

中村 宏樹 物理科学研究科機能分子科学専攻長

海部 宣男 物理科学研究科天文科学専攻長

本島 修 物理科学研究科核融合科学専攻長

八田 博志 物理科学研究科宇宙科学専攻長

神谷 幸秀 高エネルギー加速器科学研究科加速器科学専攻長

小間 篤 高エネルギー加速器科学研究科物質構造科学専攻長

小林 誠 高エネルギー加速器科学研究科素粒子原子核専攻長

尾形 良彦 複合科学研究科統計科学専攻長

山内 恭 複合科学研究科極域科学専攻長

上野 晴樹 複合科学研究科情報学専攻長

桂 勲 生命科学研究科遺伝学専攻担当教授

大隅 良典 生命科学研究科分子生物機構論専攻担当教授

水野 昇 生命科学研究科生理科学専攻長

田村 克己 学長特別補佐(基盤教育)

佐藤 博之 総務室長

佐藤 一仁 学術国際室長

「事業の実施状況」

以下 に年度計画を記載。

Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上

１．教育に関する実施状況

（１）教育の成果に関する実施状況

○本学の研究科の専攻を置く基盤機関のもつ優れた人的及び研究的環境を活用した



- 8 -

博士課程教育を行い、高度の研究的資質、広い視野及び国際的通用性を兼ね備え

た研究者の育成を図るために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①研究者としての高度の専門性を養成するために、本学の専攻を別表に掲げる基

盤機関に置き、教育を実施

本学の６研究科２２専攻のうち、先導科学研究科を除く５研究科２０専攻は、各専

攻が設置されている基盤機関がそれぞれ担当（分散型教育研究）し、学生は専攻が設

置されている機関で研究活動を実施している （前述の大学の概要に記載の「平成16。

年度教育研究組織概略図」を参照）

②高い研究レベルを保証するために、次の要件を踏まえた厳正な学位審査を実施

・予備的な審査等を実施

専攻毎の予備審査委員会、専攻委員会あるいは定期的な報告会等において、学位論

文としての準備が整ったものについて、論文発表を査読付の学術雑誌等へ提出してい

ることを条件として、研究内容が博士論文にふさわしく本審査に値するかどうかにつ

いて、全専攻とも予備的な審査を行った。

・公開発表を伴う外部審査委員を含めた博士論文審査を実施

博士論文発表会は学内外へ周知し、公開の下に行った。

また、論文審査は、外部審査委員を含めた論文審査委員会において、論文発表会に

おける基盤機関関係者及び外部の専門家等の意見も加味した上で、十分な時間を取っ

て行った。

③分野横断的な広い視野を持った人材を養成するために、全ての研究科共通の総

合教育科目の設置や全学共同教育研究活動により、専攻又は研究科の枠を越え

た教育研究活動を展開

全学共同教育研究活動のうちの「学生セミナー」及び「総研大レクチャー 、並び」

に英語論文の書き方に関する様々な技法を演習する「科学論文の書き方」を、全ての

研究科共通の総合教育科目として位置付けた。また、各専攻が開設する授業科目を他

の研究科・専攻の学生が履修できるよう整備した。

④国際的通用性を養うために、基盤機関のもつ国際的研究センターとしての環境

の活用を通して国際的な会議への参加を奨励

基盤機関が実施又は窓口となる国際的な会議等について学生に周知し、指導教員か

ら学生に対し同会議等への参加の指導を行った。また、学生を基盤機関の研究プロジ

ェクトに参加させ、研究現場における教育を実現した。

⑤教育成果の実績を検証するために、修了生の進路状況等調査を実施する恒常的

な体制整備を開始

各年度の修了者からは修了後の進路を直接確認しているところであるが、教育研究

推進室が中心となり、その後の勤務先等の現状を把握するために、組織的に調査を開

始した。また、各専攻では修了生代表者を置き専攻ごとの修了生ネットワークの整備

をした。

（２）教育内容等に関する実施状況

○基盤機関の特性・個性を 大限に発揮した教育を行い、高度の専門性と総合性・
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国際的通用性を修得させ、専攻や研究科を横断する教育研究活動を行うための教

育体制を整備するために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①専門の総合性：各専攻が有する専門領域の広さと深さに基づく各専攻独自の特

色あるカリキュラムを編成するために、博士論文のテーマや 新の学問動向に

関係した授業科目を開設

各専門分野で必要となる基礎的な知識を修得するための基礎講座や、 新の学問動

向を反映した授業科目を開設した。また、研究の現場に密着した教育に重点を置くた

めの現場実習等の項目を整理した。

さらに、基盤機関の人材と人的ネットワークを活用し、国内外からの訪問研究者な

ど様々な講演者によるセミナーを実施し、専門の総合性を高める機会とした。

②科学の総合性：専攻間でのカリキュラムの共有や専攻をまたがる教育研究指導

体制を構築するために、研究科に共通する授業科目を設置

研究科内の専攻間の基礎的共通科目等を開設し、その中で各研究分野の 先端状況

を紹介する試みを開始した。また、他の研究科・専攻が開設する授業科目を履修した

場合、修了単位とすることを可能とした。

さらに、一部の研究科では、専攻共通で合同シンポジウムを開催した。

③人間の総合性：インターネットを利用した遠隔授業システムを整備（平成 年16
度は英語表現論）及び短期合宿型集中講義（学生セミナー及び総研大レクチャ

ー等）の開催を通して、学融合を目指すための全学共同教育研究活動を展開

学融合を目指すために２つのe-ラーニング講義（ 科学論文の書き方 「発生生物「 」

学Ⅰ ）を作成し、CD-ROMを全研究科に配布し、各キャンパスで配信することを依頼」

した。また「生命科学と社会」のe-ラーニング講義の作成を開始した。

さらに、学際的・先導的分野の教育研究を推進するために、既存諸分野にわたる短

期合宿型集中講義形式の学生セミナーや総研大レクチャーを実施した。

○世界的なレベルで国内外で活躍できるための国際的通用性を涵養するために平成

年度は次の措置を講じる。16
①基盤機関における国際的なセミナーなどへの参加を奨励

、 、 、 、指導教員から学生に対し 基盤機関が実施する国際的なセミナー等へ 発表 聴講

運営補助等の形で参加するよう指導を行った。特に、指導教員の催すシンポジウム等

には開催準備から参加させると共に、研究発表を行うよう奨励した。

②研究活動における学生のプレゼンテーション能力を高めるための教育方法を検

討

学生のプレゼンテーション能力を高めるための教育方法について、運営会議で検討

の結果、英語教育に関するいくつかの試みを開始した。

・英語による科学論文の書き方の実践的な指導を行う授業の開設

・英語口頭表現演習科目の設定

・大学間衛星ネットワークを利用した英語論文の書き方についての講演会の開催

③国際的通用性を高めるための口頭発表及び科学論文の書き方等に関するｅ－ラ

ーニング講義の開発を開始

教育研究推進室において、オーラルプレゼンテーションビデオの開発や「科学論文
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の書き方」に関するe-ラーニング講義の開発を開始し、平成１６年度は「科学論文の

書き方」のCD-ROMを作成し全学に配布した。しかし、双方向性を担保するように今後

更に検討する。

○研究能力とチャレンジ精神に富んだ学生を受け入れるために、平成 年度は次の16
措置を講じる。

①本学の掲げる教育目標に即した厳正な入学者選抜の実施について教員に周知徹

底

入学者選抜実施要領（本学の入学者選抜を行うための全学的な基本事項）を運営会

議で決定し、各研究科長から専攻長会議を通じて各専攻に周知した。

、 、各専攻では 入試担当教員が中心となって各専攻の入学者選抜実施要領等を整理し

教員に周知徹底した。

②入学者選抜は専攻の学問的特色を踏まえ、専攻ごとに個別試験を実施

志望研究内容が当該専攻の博士論文を書くのにふさわしい内容か、それを遂行する

能力や語学力を備えているかなどに観点をおき、面接試験を重視した個別試験を実施

した。

③入学希望者を国内外から広く募集するために、大学案内や入学試験要項などを

ホームページに掲載

大学案内、学生募集要項、各専攻の案内等をホームページに掲載した。

④学力認定制度などを活用して有能な学生を幅広く受け入れることに努力

社会人及び海外からの入学希望者について、これまでに行った研究・開発等に関す

る業務内容や活動状況を厳正な審査の下に認定し、平成１６年１０月に１人、平成

１７年４月に６人（入学者の６％程度）を受入れた。

⑤専攻説明会の開催やインターネットを活用した広報を充実

。 、オープンキャンパスや基盤機関の一般公開日に併せた専攻説明会を開催した また

、 、 、 。見学会 夏期実習 学会等において募集案内の周知などを行い 広報の充実を図った

また、基盤機関のホームページにおいても、募集案内、入試情報、専攻の特色、教

育内容や在籍した学生の研究内容、論文題目一覧、各教員の研究内容、講座紹介等の

広報に努めた。さらに、大学院関連の問い合わせに関しては大学院担当専用電子メー

ルアドレスを設置し、積極的に対応した。

○幅広い年齢層にわたる教員団とその高い対学生数比率を生かし、個々の学生の資

、 。質や能力等に応じた教育研究指導を行うために 平成 年度は次の措置を講じる16
①主・副指導教員による個別指導と幅広い年齢層から成る指導教員団による集団

指導のあり方を検討

各専攻委員会や各専攻の教育研究委員会において、学生指導の取組についての自己

点検を行い、個別指導と集団指導のあり方について次年度の継続検討事項とした。

②学生のニーズを反映した教育体制を検討するために、必要に応じて意見を聴取

専攻の学生と教員の代表との間でのカリキュラム運営に関する定期的な意見交換

会、学生の自主的組織である院生会議等と教員との意見交換、学長を交えた学生との

意見交換会、専攻長及び専攻の教育研究担当教員と学生との懇談などを行い、学生の

意見聴取を行った。
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（３）教育の実施体制等に関する実施状況

○研究科及び専攻の特性に応じた基盤機関教職員の連係・協力体制を確立するため

に、平成 年度は次の措置を講じる。16
①基盤機関教職員の連係・協力協定による責任配置体制を整備

「総合研究大学院大学の教育研究業務に従事する機構等法人職員に関する覚書」を

本学に参加する大学共同利用機関法人等との間で締結し、総研大担当教員の取扱い等

を明確にし、また 「総合研究大学院大学における教育研究業務及び運営に関する覚、

書」において、総研大の事務処理は、総研大事務局と機構等法人及び基盤機関との相

互協力により行うことを明確化した。

②各専攻に全学事業担当者を設置し、全学教育実態を把握

各専攻の全学事業担当教員を決めて、専攻における全学事業への取組みの実態の把

握に努め、全学事業担当者会議を開催し、全学教育に係る全学事業の実態についての

意見交換を行った。

③各専攻において質の高いより多様な教育ができるように、専攻間の兼担教員制

度の活用を奨励

、 、専攻間の教員の兼担制度を活用して 異なる専攻及び研究科間の授業担当の協力や

副指導教員あるいは集団指導教員として学生への助言を可能とすることにより、各専

攻における質の高い多様な教育の実施を図った。

なお、大学本部に設置されている先導科学研究科における教員の転出や急逝に対し

ては、専攻間の兼担教員制度を活用することにより先導科学研究科の学生教育の水準

を維持できた。

○各基盤機関が有する優れた施設・設備を教育に有効に活用するために、平成 年16
度は次の措置を講じる。

①基盤機関との連係・協力協定により基盤機関施設・設備を有効に活用

「総合研究大学院大学における教育研究業務及び運営に関する覚書」を本学に参加

する大学共同利用機関法人等との間で締結し、専攻を置く基盤機関の施設・設備を大

学設置基準上の総研大の校舎等施設として取り扱うこと、当該施設・設備(基盤機関

の図書室を含む）に係る学生の無償使用等を明確化し、有効活用を図った。

②基盤機関における研究環境を 大限に活用した教育を実施

基盤機関へは国内外から多くの研究者が集まっており、優れた研究者との日常的な

接触を通して、また、基盤機関のもつ高度な研究設備・実験装置・資料を活用して教

育を実施した。

○個々の学生に即した柔軟な教育研究指導体制を充実するとともに、広く国外から

の留学生を受け入れるための体制を整備するために、平成 年度は次の措置を講16
じる。

①学融合を目指した全学共同教育研究活動の実施体制を構築

全学共同教育研究活動に関する基本的な方針策定や同活動の企画、立案又は実施の

ために全学事業推進室を設置した。

②評価に関する全学的な連係・協力体制を整備し、教育改善に関する有効な情報
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の共有化方策を検討

大学本部に評価担当の副学長を配し、専攻においては評価担当の教員を明確にし、

必要に応じ評価担当者会議を開催するなど、評価に関する全学的な連係・協力体制を

整備した。

なお、同会議において、教育改善に関する情報の共有化方策について検討を行い、

次年度の継続検討事項とした。

③各専攻に評価担当責任者を設置し、教育の実態を評価

各専攻に置かれた評価担当教員（評価担当責任者）を構成員とする評価担当者会議

において検討を行い、教育の実態を把握するために、平成１６年度の各専攻における

教育への取組みに係る自己点検を実施した。

④本学独自のティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント制度の導

入を図るとともに、その制度の整備を検討

本学独自のティーチング・アシスタント(ＴＡ)及びリサーチ・アシスタント(ＲＡ)

の制度の導入を図るために運営会議で検討し、次のような基本的な考え方で全学的な

合意を得た。

・ＴＡ：本学の博士後期課程の学生が、５年一貫制博士課程の１、２年次生（修士

相当）及び博士後期課程の１年次生等の学生を対象に開設する授業の教育

補助業務等（研究指導の補助業務を含む ）を行うことを可能とする。。

・ＲＡ：運営費交付金のうちから各専攻１名分の授業料年額相当額を学生を対象と

するＲＡ経費に充当することを可能とする。

⑤留学生の受け入れ体制と国際大学院コースの円滑な運営体制を整備

各専攻に留学生担当教員を配し、留学生の受け入れに関して指導教員と連携する体

制を整えた。また、電子メール等による入学希望者からの進学相談対応、窓口担当者

のファカルティ・ディベロップメントの推進、留学生チューター制度の活用など留学

生へのサポートの充実を行った。

また、国際大学院コース国費留学生の限られた定員枠を適切に研究科へ配分する方

法について運営会議で決定した。

⑥留学生を中心に構成する実施委員会を設置し、英語による学生セミナー等の全

学事業を試行

本学の秋季入学は、留学生の割合が多いことから、秋季入学の時期に合わせて、留

学生を中心とした学生セミナー実行委員会を設置し、各研究科・専攻に共通する課題

について留学生の視点から討論を行うことを内容とする英語による学生セミナーを試

行的に実施した。

⑦留学生ガイドブックを作成

留学生の教育研究、学生生活等を支援することを目的に、留学生ガイドブック

「Guide Book for International Students 2004」を作成した。

○附属図書館の広域利用を図るために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①基盤機関の図書室を網羅する電子ジャーナルと検索システムを充実、通信回線

を強化

全ての基盤機関で利用することが出来る電子ジャーナルを２,２０２タイトルから
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２,３３７タイトルに充実すると共に、オンライン検索システムSCOPUSを試行的に導

入した。さらに、通信回線を１００Mbpsに増強した。

②博士論文の全文データベース化と情報ネットワークによる公開を推進

本学学生の博士論文をネットワーク上で公表するために、本学独自のデータベース

システム（ＳＯＡＲＥ）を開発し、開学以来これまでの博士論文約１,０００件につ

いてのテキスト化への取組みを開始した。

（４）学生への支援に関する実施状況

○教育面での個々の学生の支援を行うとともに、生活面においても支援を促進する

ために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①学生の意見を活かした支援改善方法を調査

学生セミナー終了時のアンケート調査により学生の意見聴取を行うほか、各専攻に

おける教育への取組みについて自己点検調査を行った。

また、平成１５年度に実施した在学生意識調査結果を全専攻に配布し、改善方法の

検討に活用した。

なお、学生からの意見を活かし、本学の専攻が全国に分散したキャンパスにあるこ

とに配慮し、本学の総合教育科目や全学共同教育研究活動に参加するための学生の移

動に要する経費の支給基準を整備した。

②個別指導と集団指導体制のあり方を検討

各専攻における学生個別指導と集団指導の実態について自己点検調査を行った結

果、両者のバランスをとることが深い専門性と広い視野を育成する上で必要であると

の結論を得た。

③留学生に対する入学前現地面接を奨励

国際大学院コースの留学生受入れのため、現地面接に係る経費を予算措置し、留学

希望者に対する入学前現地面接の奨励を行った。なお、海外で開催される学会、国際

シンポジウム及び海外総研大レクチャー等の開催時に現地面接試験を実施した。

④メンタルヘルス相談の実施と生活相談教員を配置

全学的には入学式当日に新入学生を主たる対象者としてメンタルヘルスに関する講

演会を実施した。また、各専攻のメンタルヘルスカウンセラーを各地に配置した。さ

らに、各専攻においては、それぞれに配置した学生相談教員やメンタルヘルス相談員

及び各専攻の教育研究委員会委員長が学生の相談に応ずる体制を整えた。

２．研究に関する実施状況

（１）研究水準及び研究の成果等に関する実施状況

○基盤機関で行われている世界的な水準にある研究を基礎に博士論文研究を指導す

るとともに、諸分野を有機的に総合化し、学際的・先導的な学問分野を開拓する

ために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①学位論文の成果を各々の研究分野における学術雑誌への投稿指導、研究成果を

発表するためのプレゼンテーション能力を高めるための研究指導を充実

学生が自らの研究の位置づけを把握するための、ジャーナルクラブ開催や指導教員
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による論文の構成に関する指導を行って、一流の学術雑誌へ成果を発表することに努

めた。また基盤機関の研究グループの一員として常に研究成果の発表や議論を一般の

研究者と同じレベルで行いプレゼンテーション能力を高めることを推進し、研究指導

の充実を図った。さらに、国際会議等でのプレゼンテーション能力を高めるため、プ

ログレスレポートやセミナーの際に英語による口頭発表に努める等の指導を充実し

た。

②基盤機関間の研究交流を支援し、全学共同教育研究活動を行うための拠点とし

て葉山高等研究センターを設置

全学に開かれた自由闊達な学術交流を行う本学の教育研究の拠点で、学術的・先導

的な学問分野の開拓を目的とする全学共同教育研究施設としての葉山高等研究センタ

ーを設置し、学融合の場として戦略的な研究プロジェクトを推進した。

（２）研究実施体制等の整備に関する実施状況

○学生の研究環境を整備するとともに、研究成果を公表するために、平成 年度は16
次の措置を講じる。

①基盤機関が有する施設・設備の利用条件を整備

基盤機関が有する施設・設備の利用条件を整備するために「総合研究大学院大学に

おける教育研究業務及び運営に関する覚書」を本学に参加する大学共同利用機関法人

等との間で締結し、専攻を置く基盤機関の施設・設備を大学設置基準上の総研大の校

舎等施設として取り扱うことを明確化した。

②学生の学会等における積極的な研究成果の発表を奨励

学位論文審査の条件として国内外の査読つきの学術雑誌に論文発表することを義務

づけ、さらに学会等での研究発表を奨励した。

また、指導教員の催すシンポジウム等にあたっては、学生を開催準備の段階から参

加させるとともに、研究発表を奨励した。

③本学独自の優れた修了生に授与される長倉研究奨励賞のほかに、全研究科を対

象とした学位論文発表会を試行的に実施

全研究科から応募のあった学会誌等に掲載された論文又は学位論文のうち、事前の

、 、書類審査を経た優秀な６件について 学位記授与式と合わせた学生論文発表会を行い

本学独自の賞である総研大研究賞として表彰を行った。また、そのうちで も優れた

研究を表彰して、同じく本学独自の賞である「長倉研究奨励賞」を授与した。

○大学院教育を通じて基盤機関における基礎研究の活性化を目指し、平成 年度は16
次の措置を講じる。

①広い視野を持った研究者を育て、新しい発想や学問の芽を育成するために、長

倉研究奨励賞を継続実施し、そのあり方を検討

本学学生のうち特に優秀な学生の研究を奨励することを目的に、本学の初代学長長

倉三郎氏からの寄付金をもとに設けられた長倉研究奨励賞を継続して実施した。

なお、長倉研究奨励賞のあり方について運営会議において検討を行い、近年増加し

ている９月修了者にも配慮した応募資格の明確化、拡大化について、次年度の継続検

討事項とした。
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②全学共同教育研究活動への教員・学生の参加を推進

全学共同教育研究活動の一環である国際シンポジウム、総研大レクチャー及び海外

総研大レクチャーの質の向上のために、必要経費として約１,４６０万円の予算を措

置し、教員及び学生の同活動への参加を推進した。

、 、○全学共同教育研究活動の戦略的 効率的実施とその評価体制を構築するとともに

共同研究等の支援体制を強化するために、平成 年度は次の措置を講じる。16
既存の全学共同教育研究施設を見直し基盤機関間の交流を支援するとともに大

学としての戦略的研究を行う葉山高等研究センターを設置

教育研究交流センターと教育研究情報資料センターを統合し、主に研究業務の遂行

にあたるとともに学術的・先導的な学問分野の開拓を目的として、葉山高等研究セン

ターを設置した。

また、両センターで行われてきた全学的教育事業を担う母体として、全学事業推進

室及び情報基盤推進室を設置した。

３．その他の実施状況

○社会的に重要な問題に対して戦略的な基礎研究を展開し、その成果を一般市民に

分かり易く伝えて社会への成果還元を図るために、平成 年度は次の措置を講じ16
る。

①成果の社会への還元に関する具体的方策

・社会的に重要な課題に対する総合的基礎研究の推進体制を整備

葉山高等研究センターを設置し、社会的に重要と考えられる課題を精選し、本学の

プロジェクト研究に位置づけ、総合的基礎研究を行う体制を整備した。

また、先導科学研究科が社会的に重要な課題を取り上げる組織となるように、先導

研特別委員会を設置し、将来的な主分野について検討を行い、次年度の継続検討事項

とした。

・学術研究と社会との係わりに関する学長プロジェクトを実施

学術研究と社会との係わりに関する平成１６年度の学長プロジェクト（学長のリー

ダーシップによる戦略的プロジェクト）として 「総合科学サイバーミュージアムの、

構築 「学術 前線の情報発信とジャーナリズムのミスマッチを探る 「映像に関」、 」、

するリタラシーの研究 「市民への研究成果公開におけるオーディエンスの理解の」、

研究 「市民参加による学術研究活動の社会化と総合化の試み」を実施した。」、

・大学として研究成果を取りまとめた総研大ジャーナルを刊行

２刊の総研大ジャーナルを刊行し、２００４春号（５号）では 「変貌する文化人、

」 、 。 、類学 として 本学の基盤機関の国立民族学博物館での取組を中心に特集した また

２００４秋号（６号）では 「核融合未来へのシナリオ」として、本学の基盤機関の、

核融合科学研究所での取組を中心に特集した。

②基盤機関における総研大レクチャーの開催や地域社会からの要請による公開講

義を実施

総研大レクチャー及び公開講演を次のとおり実施した。
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・総研大レクチャー：科学映像の制作実習(平成16年8月/長野県飯綱高原)

・海外総研大レクチャー：SCBIT-SOKENDAI Joint Bioinformatics Seminar

（平成１６年１０月/台湾）

・公開講演：中学生対象“大望遠鏡「すばる」で探る宇宙”

（平成１６年１１月/逗子市立久木中学校/講演者：学長）他

③第三者評価委員会の開催やアンケート調査などを通して、本学の社会的な貢献

度を検証

本学創設１５周年事業の一環として、先導科学研究科の外部評価を実施し、大学本

部に設置された先導科学研究科の社会的な貢献度についても評価を願った。

○社会と密接に連携した大学づくりのために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①湘南国際村を中心に先導科学研究科学術講演会を開催

生命体科学、光科学の２専攻で例年実施している学術講演会「生命・光」シリーズ

の第７回目を平成１７年２月に開催した。

②神奈川県下の国公私立大学間の学術交流協定に基づく大学間での特別聴講学生

又は特別研究学生の実績調査とそのあり方を検討

平成１１年度に神奈川県下の国公私立大学間の学術交流協定を締結しており、本学

がその幹事校となり、今年度は例年実施している協定大学間での学生の派遣及び受入

れ状況についての調査を行った。また、実務担当者協議会を開催し、実績調査に基づ

き今後のあり方を検討し、次年度の継続検討に向けて、協定大学へアンケート調査を

実施することにした。

、○各専攻の有する学術的な国際性や大学本部が位置する湘南国際村の環境を活用し

国際交流の充実を図るために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①基盤機関が持つ国際性を活用した学生の国際交流を奨励

基盤機関では、海外からの長期滞在の外国人研究者を受け入れることが多いことか

ら、学生との日常的な接触が可能である。また基盤機関の教員が活躍している国際シ

ンポジウムやセミナーにおいては本学の学生と海外研究者との交流を図った。

②国際学術交流協定を新規締結

中国の復旦大学長と本学学長間で、平成１６年６月に復旦大学（中国）において調

印式を行い、両大学間の学術交流協定（有効期間：５年間）を新規に締結した。

③「ＪＳＰＳサマー・プログラム」を独立行政法人日本学術振興会と共同開催す

るとともに、外国人参加者と本学学生との研究交流を推進

独立行政法人日本学術振興会との共同で「ＪＳＰＳサマー・プログラム （欧米主」

要国の博士号取得前後の若手研究者を２ヶ月間招聘し、日本側受入研究者の指導に基

づく研究機会を提供する事業）を開催し、全国各地の受入れ研究機関での共同研究に

先立って、日本の学術状況、日本の言語及び文化に関するオリエンテーションを平成

１６年６月末から１週間にわたり実施し、平成１６年８月下旬の２日間で報告会及び

閉講式を行った。

また、本学への若手研究者の受入れ増員及び葉山キャンパス滞在時の本学学生との

交流推進を目指して積極的な運営を行った。
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Ⅱ．業務運営の改善及び効率化

１．運営体制の改善に関する実施状況

○学長のリーダーシップの発揮と全学的かつ戦略的事業の実施体制を確立し、戦略

、 。的で迅速な意思決定システムを構築するために 平成 年度は次の措置を講じる16
①機動的な運営を実現するため、役員のほかに３人の副学長（企画調整担当・情

報評価担当・全学事業担当）を配置

３人の副学長（企画調整担当・情報評価担当・全学事業担当）を平成１６年４月１

日付けで発令し配置した。

また、学長のリーダーシップの下、明確に副学長の業務分担を行い、機動的運営の

実現に向けて学長補佐体制を整備した。

②学長、理事の役員のほか、副学長、研究科長及び学長が指名する３人の事務職

員（大学本部業務室長）で構成する運営会議を設置

全学的かつ戦略的事業の実施体制を確立するため、従来の全学委員会を全廃し、全

学的な基本的方針を審議する運営会議を設置した。運営会議の構成員は、学長、３理

事、３副学長、６研究科長のほか、学長が指名する３人の事務職員（総務室長、財務

室長及び学術国際室長）とした。

なお、運営会議では、学長のリーダーシップの下、教員と事務職員との協働により

戦略的で迅速な意思決定システムの構築を図った。

○機動的・戦略的な研究科運営体制を構築するために、平成 年度は次の措置を講16
じる。

①研究科専攻長会議を設置し、研究科運営体制を整備

研究科長、専攻長を中心に組織する研究科専攻長会議を設置した。研究科専攻長会

議は、研究科運営及び研究科教授会からの付託事項を審議するとともに、全学的事項

を審議する運営会議との連絡調整の場として位置づけ、機動的で円滑な研究科運営を

図った。

②研究科教授会で審議すべき事項と研究科長・研究科専攻長会議で専決する事項

を検討

「総合研究大学院大学研究科の組織運営等に関する規則」を一部改正し、学校教育

法施行規則に基づく代議員会等の制度として機能するようにした。

また、各研究科の「教授会規程」及び「専攻長会議規程」において、教授会審議事

項と専攻長会議専決事項を明確に定めた。

③研究科長又は専攻長の下に必要に応じて副研究科長又は副専攻長等を配置し、

研究科及び専攻の運営体制を整備

「総合研究大学院大学研究科の組織運営等に関する規則」を一部改正し、副研究科

長の任意設置条項を明確に定めるとともに、責任権限等の明確化を図るために、その

発令は学長が行うものとした。なお、副専攻長については、各専攻において定めるも

のとした。

さらに、６研究科中、３研究科で副研究科長を配置し、２２専攻中、６専攻で副専

攻長を配置し、平成１７年度には更に４専攻(計１０専攻)において副専攻長を設置す

ることとした。



- 18 -

○教職員による一体的な運営体制を構築するために、平成 年度は次の措置を講じ16
る。

①事務職員は専門知識を活かして、運営会議等の構成員として大学運営の企画立

案に参画

全学的な基本的方針を審議する運営会議の構成員として、副学長（事務局長）及び

総務室長、財務室長、学術国際室長の４人の事務職員が大学運営の企画立案に参

画し、教職員による一体的な運営体制を構築した。

②大学本部の業務組織として、３つの業務部門（企画運用部門・教育研究部門・

情報評価部門）を設置し、担当教員と事務職員が協働

３つの業務部門（企画運用部門、教育研究部門・情大学本部の業務組織として、

報評価部門）を設置した。

また、各部門を統轄する理事の下に、副学長及び事務職員で組織する室を置き、担

当教員と事務職員が協働して業務を遂行する体制を整備した。

③各研究科の対応窓口を大学本部に設置し、本部と研究科長との連係・協力体制

を整備

本学の専攻は全国各地に分散しており、各研究科における円滑な運営体制を整備す

るために研究科対応窓口を設置した。研究科対応窓口としては大学本部の５室（総務

室、財務室、教育研究企画室、学術国際室、評価調査室）をもって充て、大学本部と

研究科長との連係・協力体制を整備した。

さらに、各研究科の教職員から直接の問い合わせ等を可能にするため、研究科内専

用のメーリングリストを整備し、随時対応する体制を構築した。

○全学的視点での予算配分を検討しつつ、平成 年度は次の措置を講じる。16
①各研究科専攻への予算配分は、学生数を基準に配分

研究科専攻への予算配分は、学生数を基準に配分するための計算式を運営会議で決

定し、この計算式に基づき算出された額を配分した。

②一定の比率を全学共同教育研究活動の共通経費として留保し、各研究科等から

の応募型の競争的資金として予算配分を試行

全学共同教育研究活動の一環として 「研究科・専攻の枠を超えた総合教育」を対、

（ ） 、象とした事業について学内応募により２８件の応募のうち１２件 １億円 を採択し

また 「研究科・専攻の分野にわたる新しい研究分野の開拓を目的とした先駆的・萌、

芽的調査研究」を対象とした事業について平成１５年度からの継続課題２件（７ ９,
００万円）を採択し、予算配分を行った。

○国の会計制度から企業会計制度への円滑に移行するために、監査法人等のノウハ

ウを活用し、法人経営に反映する。

購買、出納、資産管理、決算等の財務会計に係る各業務を効率的・効果的に実施で

きるよう、会計監査人（監査法人）の指導・助言を基に、業務マニュアル、業務フロ

ー図を作成した。

また、税理士からの専門的な助言・意見を取り入れて税務事務を行った。
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○内部監査機能の充実を図るために、法人業務・財務会計に関して内部監査室を設

置する。

室長(評価情報担当副学長 、事務職員（評価調査室長）及び非常勤職員（監査役）

等の経歴を有し企業会計に精通した者）を配した学長直属の内部監査室を設置した。

法人業務及び財務会計の適正な運営の推進に資するため、内部監査規定、監査マニュ

アル等を順次整備し、財務会計に関する業務領域におけるコンサルティング的監査活

動を中心に、計６回の実地及び聞き取り監査を行った。

、 。○情報ネットワークを大学運営に活用するために 平成 年度は次の措置を講じる16
①学生の各種届出、連絡等を効率的に実施する体制を検討

本学ホームページ上の学内掲示板に 「証明書の申し込みについて」及び「学生便、

覧」のカテゴリーを設け 「証明書等の申請用紙、論文関連様式、履修関係様式、身、

分異動等関係様式等」を掲載し、全国各地の基盤機関に展開している本学学生が、修

学上の必要な諸手続を容易に行えるよう整備した。

また、別途開発中の学務システム検討の際に、学生の行う諸手続についても、同シ

ステム上で効率的に行うことができる仕組みを併せて検討し、次年度以降の継続検討

事項とした。

②マルチメディアシステム（テレビ会議）を利用し、分散した研究科専攻間の各

種委員会、会議等を積極的に活用

マルチメディアシステム（テレビ会議）を利用し、研究科教授会（物理科学、高エ

ネルギー加速器科学、生命科学 、専攻長会議（文化科学、物理科学、高エネルギー）

加速器科学、複合科学 、各種ＷＧ及び研究科共通科目授業などを開催し、積極的に）

活用した。

③情報基盤推進室を設置し、情報ネットワークシステムを整備し、情報を共有化

ネットワーク窓口の一元化を図るために情報基盤推進室を設置した。

さらに、インターネット上で情報を共有するために開発された、本学独自のデータ

ベースシステム（ＳＯＡＲＥ）を改修し、学務システムにおける教員基本データと研

究者紹介用ＷＥＢデータベースの基本情報を共有化した。

また、グループウェア（サイボウズ）を活用する事により、 新の情報を各基盤機

関を含め、全学で共有した。

２．教育研究組織の見直しに関する実施状況

○本学の教育及び研究に関する基本的な目標を達成するために、平成 年度は次の16
措置を講じる。

、①学長のリーダーシップの下に役員会直轄の人事委員会及び予算委員会を設置し

教育研究体制の見直しを検討

役員会直轄の人事委員会及び予算委員会を設置し、人事委員会においては、葉山高

等研究センターにおけるプロジェクト研究に従事させるために、従前の非常勤研究員

等の制度を見直し、本学独自の上級研究員制度を整備した。また、予算委員会におい

ては、人事委員会における上級研究員制度の検討結果と予算執行状況を踏まえて検討
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し必要な措置を行った。

②編入学定員を併設した弾力的な５年一貫制博士課程導入を物理科学研究科、高

エネルギー加速器科学研究科及び複合科学研究科において検討

・物理科学研究科、高エネルギー加速器科学研究科及び複合科学研究科において、

編入学制度を併設した弾力的な５年一貫制博士課程を実現するため、学長のリー

ダーシップの下、研究科ごとにワーキンググループを設置した。

・平成１８年度の導入に向けて、平成１７年１月に開催された大学設置・学校法人

審議会で事前伺いを行い、本設置計画が届出事項であることを確認した。

・平成１８年度の学生募集を行うために、平成１７年度当初から広報活動及び学生

募集計画を開始した。

③学問領域の発展に即した研究科の分割・再編及び専攻の改廃等を検討

本学の基盤となる１８の大学共同利用機関全体の連係協力体制に基づき教育研究を

行う先導科学研究科について、学問領域の発展に即した教育研究体制の在り方を検討

するため、先導科学研究科特別委員会を設置した。

なお、平成１６年度は、計３回の委員会開催及びその方向性を探る公開シンポジウ

ムを開催し、平成１７年６月に第２次報告書を取りまとめる。

④全学共同教育研究施設（葉山高等研究センター）を設置

葉山高等研究センター規則を平成１６年４月１４日付けで制定し、本学における教

育・研究の中から新しい芽を発掘し、育てていくための教育・研究交流の中心となる

葉山高等研究センターを設置した。

３．教職員の人事の適正化に関する実施状況

○本学の教育及び研究に関する基本的な目標を達成するために、平成 年度は次の16
措置を講じる。

①役員会直轄の人事委員会を設置し、人事制度のあり方を検討

人事委員会の下に、人事制度のあり方等を検討するための労働環境等改善検討ＷＧ

を設け人事処遇制度を中心に本学の職員就業規則、職員給与規則等における「見直し

規定」に基づく検討を開始した。

②教員に専門業務型裁量労働制を導入し、同時に教員の活動状況を把握

専門業務型裁量労働制を導入するために、適正な労使交渉を経て、労使協定を締結

した。

また、教職員の勤務条件等に対する苦情等に対応するために、苦情等処理相談員を

配置するとともに、苦情等処理協議会を設置して、適正な労使関係の維持に努めた。

平成１６年１０月から大学本部の教員所属を葉山高等研究センターに転換し、教員の

教育研究活動を一元的に把握する体制に移行した。

なお、教員の教育研究活動状況を自己評価するために、職員業務評価様式を作成し

平成１７年度に試行的な実施を行う

４．事務等の効率化・合理化に関する実施状況

○基盤機関との連係・協力を前提に大学本部業務体制の見直しを行うとともに事務
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の効率化・合理化を推進するために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①基盤機関と密接に連係・協力した事務体制を整備し、十分な情報交換を実施

機構等法人との連係・協力協定において、相互協力により事務処理を行うことを明

確に定め、基盤機関において専攻業務を行う組織を整備した。

、 、 （ 、 、 、また 研究科対応窓口として 大学本部の５室 総務室 財務室 教育研究企画室

学術国際室、評価調査室）をもって充て、大学事務局と基盤機関関係部局との連係・

協力した事務体制を整備した。

事務の効率化・合理化を推進するために、機構等法人・基盤機関との事務打ち合わ

せを開催した。

４月：基盤機関事務担当者対象（１日）

７月：機構等法人担当課長等対象（１日）

１０月：基盤機関事務担当者対象（１泊２日）

・専攻事務マニュアルの作成（４月作成、１０月改訂）

②事務処理の電子化・ペーパーレス化を推進

・全国各地に所在する基盤機関との連絡調整は、インターネットを活用したＴＶ会

議システムを積極的に活用した。

・基盤機関との十分な情報交換を行うために、基盤機関専用メールアドレスを整備

するとともに、グループウェア「サイボウズ」を導入し、掲示板機能を活用した

事務処理に移行した。

・学務事務システム、財務会計システムを新たに導入した。

・学内規則や事務連絡、会議予約等の事務情報をＷＥＢにより提供した。

③業務の点検評価等により、業務の見直しを行うとともにアウトソーシングの活

用方法を検討

・業務の流れ、権限責任を記述した大学本部業務記述シートを作成した。

・組織改革により中間決裁者が減少し、簡易業務に関しては原議書作成を省略する

こととした。

・大学本部業務記述シートの作成により業務内容が明確化され、例えば学内情報ネ

ットワークに関し、各種サーバに係る管理等業務・ホームページ管理をアウトソ

ーシングすることが可能になった。

、 。・副学長・各室長等による毎週の実務会を通じて 随時業務を点検することとした

平成１６年度においては、業務の見直し可能なものから順次着手しつつ、大学

本部業務の現状把握に努めた。大学本部業務記述シートにより点検評価を行い、

次年度以降可能なものから積極的に業務を見直す。

Ⅲ．財務内容の改善

１．外部資金その他の自己収入の増加に関する実施状況

、 、○研究助成データベースの構築を図るために 情報ネットワークシステムを整備し

情報の共有化を図る体制を検討する。

研究助成データベースの構築を図るために、ＫＷＩＣ検索など豊富な検索機能やＣ

ＳＶファイルなどによる容易なインポート・エキスポート機能を有する本学独自のデ
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ータベースシステム（ＳＯＡＲＥ）のバージョンアップを図った。

また、情報の共有化を図るための体制を検討し、業務システム改善ワーキンググル

ープ及び情報セキュリティワーキンググループを設置した。

２．経費の抑制に関する実施状況

○教職員の経費節減への意識改革を図るとともに、事務・事業、組織等の見直しを

行うために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①役員会直轄の予算委員会を設置し、長期的展望に基づいた予算計画と執行計画

を検討

役員会直轄の予算委員会を設置し、予算計画と執行計画を検討・策定した。

なお、今後の先導科学研究科のあり方、及び葉山高等研究センターのプロジェクト

研究の検討が開始されたことから、これらの状況を踏まえ継続して検討することとし

た。

②全学委員会を廃止し、会議開催コストを削減

１２ある全学委員会を全て廃止し、これまでより総合的かつ幅広い観点から全学的

審議事項等を審議検討する組織として、新たに運営会議を開設し、一括審議等を行っ

た。また、運営会議の機能の充実により、センター運営委員会等４つの委員会も併せ

て廃止することとした。

これら各種委員会の廃止により、約３００万円のコスト削減を実現した。

③情報ネットワークシステムを整備し、コスト削減の視点から情報の共有化を検

討

合理化によるコスト削減のために、インターネット上で情報を共有するために開発

された、本学独自のデータベースシステム（ＳＯＡＲＥ）を改修した。

さらに、業務システム改善ワーキンググループ及び情報セキュリティワーキンググ

ループにおいて、コスト削減のためのインフラ及びシステム整備計画を検討し、人事

システム、給与システム等の見直しとＳＯＡＲＥの有効的な活用方法を平成１７年度

の継続検討事項とした。

３．資産の運用管理の改善に関する実施状況

○資産の効果的・効率的かつ安全な運用管理を図るために、平成 年度は次の措置16
を講じる。

①役員会直轄の予算委員会を設置し、長期的展望に基づいた資産の適切な管理体

制を検討

、 、学長直轄として施設・設備マネージメント作業班を設置し 施設の利用状況の把握

利用改善策の検討を行った。その作業結果報告に基づき、施設マネージメントを実施

するための体制として施設マネージメント委員会の設置を検討した。

②余裕金に関しては、安全な金融機関及び郵便貯金において管理

安全な金融機関として、東証一部上場企業である株式会社三井住友銀行普通預金口

座及び郵便局振替口座において適切に管理している。
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Ⅳ．自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

１．評価の充実に関する実施状況

○大学の継続的な質的向上を目指し、十分な透明性と公平性及び実効性を備えた評

価システムを確立するために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①大学本部業務組織の情報評価部門に評価調査室を設置

評価部門に評価調査室を設置し、副学長（評価情報担当）の総括の下に各種情報

評価に関わる業務を恒常的に行う体制を整えた。

②基盤機関の評価担当責任者を明確にし、教育面の評価体制を整備

基盤機関に置く各専攻における評価担当責任者（評価担当教員）を明確にし、２回

の評価担当者会議を実施し、平成１６年度の各専攻における教育への取組に係る自己

点検を統一的に行うなど、教育面における評価体制を整備した。

③社会への説明責任を果たすために評価結果をホームページ等で公表

法律等に則った情報公開に係る情報及びこれまでの各種評価に関する結果を本学ホ

ームページを介して公表した。

○評価結果の大学運営への活用を図るために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①評価体制、評価方法を検討し、組織及び運営を改善

各専攻の評価担当教員と大学本部の情報評価部門との評価担当者会議を実施し、評

価に関する専攻との連係協力のあり方、評価データベースの構築及びデータの共有、

平成１６年度の各専攻における教育への取組に係る自己点検の内容とその実施方法等

について検討を行い、基盤機関と連携した評価体制を整えた。なお、データベースに

関しては、次年度の継続検討事項とした。

②基盤機関と連動した改善に向けて、連係・協力できる体制を検討

基盤機関を設置する６機構等法人の評価関係教員及び事務職員と本学情報評価部門

との意見交換会を実施し、評価データベースの構築及びデータの共有、評価に係る取

り組みの現状と今後の計画等について検討し、データべースに関しては、次年度の継

続検討事項とした。

また、６機構等法人の本部事務と本学評価調査室との事務レベルでの意見交換会を

実施し、総研大評価に関する情報の共有、平成１６年度の各専攻における教育への取

組に係る自己点検に関しての連係・協力等を確認した。

２．情報公開等の推進に関する実施状況

○全学的な広報体制を確立し、インターネット等を活用して大学情報の公開に努め

るために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①情報公開を担当する事務組織を設置

に置かれた評価調査室において情報公開に関する事務を担当するこ情報評価部門

ととした。

②教育研究成果を積極的に公表

教育研究成果をより積極的に公表するための新ホームページを作成、研究成果

として本学学生の博士論文をネットワーク上で公表するために本学独自のデータベー
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スシステム（ＳＯＡＲＥ）を開発した。

③透明度の高い 新の大学情報をホームページに掲載

透明度の高い 新の大学情報を公表するための新ホームページを作成、より迅速に

コンテンツ内容を更新するためのＷＥＢシステムを整備した。

Ⅴ．その他の業務運営に関する重要事項

１．施設設備の整備・活用等に関する実施状況

○葉山キャンパスにおいては、環境安全協定を遵守しつつ整備計画を策定し、施設

の有効利用を図るために、平成 年度は次の措置を講じる。16
①地域の公共機関等への情報提供を図り、公共的な教育研究活動等の利用に提供

国内の大学、大学共同利用機関が湘南国際村で実施するセミナー、シンポジウム、

研究会の開催に必要な会場、宿泊施設等の貸与を行った。また地域交流のため湘南国

際村協会が主催するイベント会場の提供を行った。

②既存施設の改修及び必要に応じ施設の増設を計画的に進めることを検討

既存施設・設備の点検に基づき、予算委員会において平成１６年度の改修計画及び

予算措置の検討を行った。また、基盤機関間の研究交流を支援し、全学共同教育研究

活動を行うための拠点整備のため、葉山高等研究センター棟施設整備に関する検討を

行い、平成１７年度概算要求を行った。

なお、中期計画中の既存施設・設備に関する検討については、平成１８年度を目処

にキャンパスマスタープラン(施設・設備整備計画)を作成することを予定している。

２．安全管理に関する実施状況

16○教職員・学生の健康安全管理、事故防止、環境保全の充実を図るために、平成

年度は次の措置を講じる。

①大学部局単位における安全管理体制を整備

安全衛生委員会を随時開催し、各委員からの職場葉山キャンパス全体を対象に、

安全管理の取組状況報告、産業医による職場巡視の報告等を行うとともに、同委員会

委員に対し、産業医による健康教育・救急指導等を適宜行った。

②安全管理に対する意識を向上させるため研修を実施

教職員、学生に対し「環境安全ガイドブック」を配布し、さらに、地元消防署の協

力の下、平成１６年１１月に葉山キャンパスの全教職員及び学生を対象として消防・

防災訓練を実施した。

③学生に対する組織的な安全教育を実施

基盤機関等が作成している安全管理マニュアル等を新入生オリエンテーションやカ

リキュラムに関する意見交換会の場等で学生に配布し、同マニュアル等に添って安全

教育を実施した。
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Ⅵ 予算（人件費見積含む 、収支計画及び資金計画。）

１．予算 （単位：百万円）

区 分 予算額 決算額 差 額 備 考

（ ）決算－予算

収入

運営費交付金 1,957 1,957 0

施設整備費補助金 0 0 0

施設整備資金貸付金償還時補助金 0 0 0

国立大学財務・経営センター施設費交

付金 0 0 0

自己収入 247 250 3

授業料及入学金検定料収入 242 242 0

財産処分収入 0 0 0

雑収入 5 8 3 （注１）

産学連携等研究収入及び寄付金収入等 24 68 44 （注２）

長期借入金収入 0 0 0

計 2,228 2,275 47

支出

業務費 2,204 1,990 △214 （注３）

教育研究経費 1,510 1,404 △106

一般管理費 694 586 △108

施設整備費 0 0 0

産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 24 48 24 （注４）

長期借入金償還金 0 0 0

計 2,228 2,038 △190

端数整理は四捨五入により整理されております。

○予算と決算の差異について

（注１）雑収入については、主として職員宿舎の入居者が増加したことにより予算金

額に比して決算金額が３百万円多額となっています。

（注２）予算段階では予定していなかった国（科学技術振興費）及び独立行政法人か

らの受託研究の獲得に努めたため、予算金額に比して４４百万円決算金額が

多額となっています。

（注３）業務費については、本学の全学共同教育研究活動の一環として「研究科・専

」 （ ）攻の枠を超えた教育 を対象とした学内応募による事業 特定教育研究経費

について、事業内容を見直したことによる減、退職手当の支給対象者が減っ

たことによる残及び先導科学研究科の欠員による人件費等の減等のため予算
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金額に比して決算金額が２１４百万円少額となっています。

（注４）注２に示した理由により、予算金額に比して決算金額が２４百万円多額とな

っています。

． （ ）２ 人件費 単位：百万円

区 分 予算額 決算額 差 額 備 考

（ ）決算－予算

人件費（承継職員分の退職手当は除く） 600 519 △81 （注）

端数整理は四捨五入により整理されております。

○予算と決算の差異について

（注）人件費については、先導科学研究科の教員の異動等に伴う欠員により予算金額

に比して決算金額が８１百万円少額となっています。
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． （ ）３ 収支計画 単位：百万円

区 分 予算額 決算額 差 額 備 考

（ ）決算－予算

費用の部

経常費用 2,279 2,049 △230

業務費 1,890 1,743 △147

教育研究経費 1,275 1,172 △103 （注１）

受託研究費等 15 17 2 （注２）

役員人件費 66 69 3 （注３）

教員人件費 158 190 32 （注４）

職員人件費 376 295 △81 （注５）

一般管理費 252 178 △74 （注６）

財務費用 0 0 0

雑損 0 0 0

減価償却費 137 128 △9 （注７）

臨時損失 0 66 66 （注８）

収入の部

経常収益 2,279 2,235 △44

運営費交付金 1,873 1,791 △82 （注９）

授業料収益 199 223 24 （注10）

入学金収益 36 45 9 （注11）

検定料収益 7 7 0

受託研究等収益 15 21 6 （注12）

寄附金収益 7 11 4 （注13）

財務収益 0 0 0

雑益 5 17 12 （注14）

資産見返運営費交付金等戻入 10 5 △5 （注15）

資産見返寄附金戻入 1 1 0

資産見返物品受贈額戻入 126 114 △12 （注16）

臨時利益 0 66 66 （注17）

純利益 0 186 186 （注18）

総利益 0 186 186

端数整理は四捨五入により整理されております。

○予算と決算の差異について

（注１）教育研究経費については、本学の全学共同教育活動の一環として「研究科・専攻

の枠を超えた教育」を対象とした学内応募による事業（特定教育研究経費）につ

いて、事業内容を見直したこと等により予算金額に比して決算金額が１０３百万

円少額となっています。
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（注２）受託研究費等については、予算段階では予定してなかった国（科学技術振興費）

等からの受託研究費の増により予算金額に比して決算金額が２百万円多額となっ

ています。

（注３）役員人件費については、非常勤役員報酬の単価の見直し等により予算金額に比し

て決算金額が３百万円多額となっています。

（注４）教員人件費については、教員死亡による退職手当の増により予算金額に比して決

算金額が３２百万円多額となっています。

（注５）職員人件費については、事務効率化等による人件費の節減等により予算金額に比

して決算金額が８１百万円少額となっています。

（注６）一般管理費については、退職手当の支給対象者が減ったことによる残及び光熱水

料等の節約により予算金額に比して決算金額が７４百万円少額となっています。

（注７）減価償却費については、他大学等へ物品を移管したことにより予算金額に比して

決算金額が９百万円少額となっています。

（注８）臨時損失については、他大学等へ物品を移管したことによる資産及び廃棄処分し

た資産、政府から承継を受けた消耗品を減額処理したことにより予算金額に比し

て決算金額が６６百万円多額となっています。

（注９）運営費交付金については、退職手当の支給対象者が減ったことによる残及び教育

特別設備費等の節減により予算金額に比して決算金額が８２百万円少額となって

います。

（注10）授業料収益については、入学者の増加により予算金額に比して決算金額が２４百

万円多額となっています。

（注11）入学金収益については、入学者の増加により予算金額に比して決算金額が９百万

円多額となっています。

（注12）受託研究等収益については、予算段階では予定していなかった国（科学技術振興

費）等からの受託研究費の増により予算金額に比して決算金額が６百万円多額と

なっています。

（注13）寄附金収益については、予算段階では予定していなかった寄附金の増収により支

出が増えたため予算金額に比して決算金額が４百万円多額となっています。

（注14）雑益については、主に職員宿舎の入居者の増及び間接経費の増収により予算金額

に比して決算金額が１２百万円多額となっています。

（注15）資産見返運営費交付金等戻入については、運営費交付金で購入した物品を他大学

等へ移管したことにより予算金額に比して決算金額が５百万円少額となっていま

す。

（注16）資産見返物品受贈額戻入については、承継資産を他大学等へ移管したことにより

予算金額に比して決算金額が１２百万円少額となっています。

（注17）臨時利益については、教員の異動により他大学等へ移管した資産及び廃棄処分し

た資産、政府から承継を受けた消耗品を増額処理したことにより予算金額に比し

て決算金額が６６百万円多額となっています。

（注18）純利益については、注１～17に示した理由により、予算金額に比して決算金額が

１８６百万円多額となっています。
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． （ ）４ 資金計画 単位：百万円

区 分 予算額 決算額 差 額 備 考

（ ）決算－予算

資金支出 2,247 2,368 121

業務活動による支出 2,142 1,919 △223 （注１）

投資活動による支出 86 70 △16 （注２）

財務活動による支出 0 7 7 （注３）

翌年度への繰越金 19 372 353 （注４）

資金収入 2,247 2,368 121

業務活動による収入 2,228 2,349 121

運営費交付金による収入 1,957 1,957 0

授業料及入学金検定料による収入 242 242 0

受託研究等収入 15 21 6 （注５）

寄付金収入 9 13 4 （注６）

その他の収入 5 116 111 （注７）

投資活動による収入 0 0 0

施設費による収入 0 0 0

その他の収入 0 0 0

財務活動による収入 0 0 0

前年度よりの繰越金 19 19 0

端数整理は四捨五入により整理されております。

○予算と決算の差異について

本学の全学共同教育研究活動の一環として 研（ ） 、注１ 業務活動による支出については 「

究科・専攻の枠を超えた教育」を対象とした学内応募による事業（特定教育

研究経費）について、事業内容を見直したことによる減、退職手当の支給対

象者が減ったことによる残及び先導科学研究科の欠員による人件費等の減等

のため予算金額に比して決算金額が２２３百万円少額となっています。

（注２）投資活動による支出については、承継資産を他大学等へ移管したことにより予算

金額に比して決算金額が１６百万円少額となっています。

（注３）財務活動による支出については、リース債務の返済等により予算金額に比して決

算金額が７百万円多額となっています。

（注４）翌年度への繰越金については、注１～３に示した理由により、予算金額に比して

決算金額が３５３百万円多額となっています。

（注５）受託研究費等収入については、予算段階では予定していなかった国（科学技術振

興費）等からの受託研究の獲得に努めたため、予算金額に比して６百万円多額と

なっています。
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（注６）寄附金収入については、予算段階では予定していなかった寄附金の獲得に努めた

ため予算金額に比して決算金額が４百万円多額となっています。

（注７）その他の収入については、主に科学研究費補助金の獲得に努めたため予算金額に

比して決算金額が１１１百万円多額となっています。

Ⅶ．短期借入金の限度額

該当なし

Ⅷ．重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

該当なし

Ⅸ．剰余金の使途

該当なし

Ⅹ．その他

１．施設・設備に関する状況

該当実績なし

２．人事に関する状況

１．計画的な採用を行いつつ、職務の特性に応じて、有期契約職員を活用する。

法人化前の定員管理を基本としつつ、欠員補充のために、国立大学法人職員採用統

、 。一試験合格者のうちから 当該年度当初からの計画どおりに６名の新規採用を行った

また、本年度新設の全学事業推進室の職員について、同室の所掌業務の特殊性を考

慮し、３年限度（２回更新可）の有期契約職員として２名を採用した。

なお、葉山高等研究センターにおけるプロジェクト研究に従事させるために、従前

の非常勤研究員等を上級研究員に改め、契約期間１年（更新５回可）の有期契約職員

とすることとした。

さらに、事務補佐員については従前の契約任期から、３年限度（１回更新可）の契

約任期に改め、平成１７年度の発令から適用することとした。

２．関係機関との間で人事交流を行い、多様な人材を確保する。

事務局長・課長の幹部職員の他に、法人化前から東京工業大学、横浜国立大学など

６機関と人事交流を行っており、前年度以前からの人事交流者１４名に加え、新たに

６名を受け入れた。

なお、東京工業大学及び横浜国立大学との間において、それぞれ職員の出向に関す

る覚書及び協定書を締結した。

３．職員の能力の向上を図るため、研修事業の活用を図る。

職員の能力向上を図るため、本学、他大学、国立大学協会等１２機関が主催した23

種の研修会・セミナーに、教職員延べ４８名が参加した。
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なお、事務職員の英会話能力の向上を目指し、民間英会話スクールを活用した英会

話研修を計画的に行い、年間１００回コースに５名、半年５０回コースに６名が参加

した。

ⅩⅠ．関連会社及び関連公益法人等

１．特定関連会社

該当なし

２．関連会社

該当なし

３．関連公益法人等

該当なし


